
 

    宣言企業番号：第 627 号 

宣言日：令和 7 年 8 月 28 日  

（令和８年 5 月 28 日変更） 

しまねいきいき職場宣言 
 

           私たちは、魅力ある職場づくりに向けて以下の取組を実施します。 

✓宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

✓宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

✓宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

✓宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

✓宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

✓宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

 

        

   

 

  

 
＜現在取り組んでいること＞ 

・全社で毎日 15 時からラジオ体操を実施しています。健康維持はもちろん、コミュニケーショ 

ンの輪が広がります。 

・毎週金曜日は一斉退社日。スッキリ帰宅して週末が充実できます。 

・頑張った社員を全員で讃える表彰制度。やりがいが充実しています。 

・時間単位で取得できる有給休暇は、子供の学校行事も積極的に参加でき、有給休暇取得の 

推進にもつながっています。 

・令和 8 年度より毎週土・日を休日とし、完全週休 2 日を実施しました。ゆったりと週末を過 

ごし、リフレッシュを図ります。 

 

＜今後取り組みたいこと＞ 

・社内レクリエーションを更に充実させ、気兼ねないコミュニケーションがとれる環境の充実を 

図ります。 

・地区・町内、PTA 等の地域奉仕活動も積極的にできる体制づくりに努めます。 

・社員が取り組む健康増進の活動を応援できる支援制度で健康企業の推進を目指します。 

（禁煙支援など） 

「しまね働き方改革宣言」 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

）   

しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

 島 根 県 

（しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

我が社の取組内容 

若林建設株式会社 

代表取締役社長 若林 茂 


